
３ 心筋梗塞等の心血管疾患
【現状】

� 心筋梗塞等の心血管疾患の状況

急性心筋梗塞を含む心疾患（高血圧性を除く，以下同じ）によって継続的に治療を受け

ている県内の患者数は，約４１�０００人（注１）と推計されます。また，県内の心疾患による死亡
者数は年間４�７１９人で，死亡者数全体の１５�２％（全国：１５�２％）を占め，全国と同様，死
亡順位の第２位となっています。このうち急性心筋梗塞による死亡者数は年間１�３０６人で
す。（注２）

県の急性心筋梗塞による人口１０万対の死亡率は，男性が２３�８（全国平均１６�２で全国ワー
スト６位），女性が９�４（全国平均６�１で全国ワースト５位）となっています。（注３）また，大
動脈解離よる人口１０万対の死亡率は，男性が６�１（全国平均６�４で全国ワースト２３位），女
性が４�１（全国平均３�３で全国ワースト２位）となっています。（注３）

� 予防

県内の特定健康診査の実施率は４９�８％（全国平均５０�１％，目標値７０％以上），特定保健
指導の実施率１６�７％（全国平均１７�５％，目標値４５％以上）と目標値を下回っています。（注４）

また，県内における収縮期血圧の年齢調整平均値は男性が１２５�７�Hg，女性が１１９�７�Hg
であり，男性が高くなっています。（注５）

� 医療体制

ア 病院前救護

県内の公共施設におけるＡＥＤ（注６）設置施設数は，３�２２４施設と平成２４年４月（１�４９１
施設）から，約２�０００施設増加しています。
また，平成２７（２０１５）年の本県内における救急要請から救急医療機関への搬送までに

要した時間（平均所要時間）（注７）は４１�７分で，全国平均３９�４分より長く，平成１０（１９９８）
年と比較して１�５６倍に増えています。

（注１）平成２６年患者調査（厚生労働省）
（注２）平成２７年人口動態統計（厚生労働省）
（注３）平成２７年都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）
（注４）平成２７年度特定健診・保健指導実施状況一覧（都道府県別）（厚生労働省保険局）
（注５）平成２８年度市町村別特定健診データ集計結果（健康プラザ作成）
（注６）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

Automated External Defibrillator の略。心臓が小刻みに震えて血液を送り出すことができなくなる心室細動と呼
ばれる症状による心肺停止者に対し，除細動が必要かどうかを自動的に判断し，心臓に電気ショックを与えて心臓
の動きを正常に戻すための装置。救命のためであれば一般市民も使用することができる。

（注７）茨城県消防年報，救急・救助の現状（平成２７年）
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イ 急性期・回復期医療，再発予防

県内で，急性心筋梗塞の急性期医療・リハビリテーションを行っている医療機関は２９

機関であり，そのうち２４時間，経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）に対応している医療機関

は，１９機関です。また，開心術及び大動脈解離手術等の心臓血管外科治療に対応してい

る医療機関は１３機関であり，そのうち２４時間対応している医療機関は８機関です。（注１）

また�心臓リハビリテーション（注２）については�急性期に加え回復期の通院に対応して
いる医療機関は３５機関です。（注１）

【課題】

� 心筋梗塞等の心血管疾患の状況

本県の心疾患患者数は増加しており，急性心筋梗塞の死亡率においては，男女ともに全

国ワースト１０位内と高い状況から，本県の重要な健康課題として，対策の強化が求められ

ています。

� 予防

心筋梗塞等の心血管疾患の危険因子は高血圧，脂質異常症，喫煙，糖尿病，睡眠時無呼

吸症候群（ＳＡＳ）などであり，発症の予防には，食生活，運動，禁煙などの生活習慣の

改善に取り組むことが重要です。

また，健康診断などによって高血圧，脂質異常症，糖尿病などの危険因子を早期に発見

し，適切な治療を受けることが大切です。

県内の特定健康診査・特定保健指導の実施率は，目標値を下回っているため，実施率向

上のための取り組みが必要です。

これらの生活習慣病を予防するためには，県民一人ひとりの 体的な健康づくりに加え，

母子保健，学校保健，地域・職域保健が連携した，生涯を通じた健康管理への支援が必要

です。

� 医療体制

ア 病院前救護

急性心筋梗塞等の心血管疾患を疑うような症状が出現した場合，本人や家族など周囲

にいる者が速やかに救急要請をするなど，専門医療機関を受診できるよう行動すること

が必要です。

また，急性心筋梗塞直後に心肺停止状態となった場合，救急現場に居合わせた人（バ

イスタンダー）や救急救命士等による心肺蘇生の実施やＡＥＤの使用によって，救命率

の改善が見込まれます。そのため，県では，心肺停止患者の救命率を向上するため，Ａ

ＥＤ設置施設の公表や講習会の開催など普及啓発が求められています。

（注１）茨城県医療機能情報報告書（平成２９年１０月現在），茨城県保健福祉部保健予防課調査（平成２９年１０月現在）
（注２）心臓リハビリテーション：心疾患に基づく身体的精神的影響の軽減や合併症及び再発予防を目的とした，運動処方，

危険因子の管理，教育やカウンセリングなどの包括的なプログラムのこと。
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急性心筋梗塞等の心血管疾患患者が，発症後，速やかかつ適切な治療を開始できるよ

う，救急患者の迅速な受入れ体制や，専門医療機関と搬送機関とが連携した病院前救護

体制の一層の充実が求められています。

イ 急性期・回復期医療，再発予防

県内の急性心血管疾患に対応できる医療機関は，地域に偏在し，限られていることか

ら，医療機関の実態を把握し，医療機能に即した連携体制を構築する必要があります。

また，心筋梗塞等の心血管疾患発症後，合併症や再発予防，早期の在宅復帰及び社会

復帰を目指して，患者の状態に応じ，治療当日から運動療法や食事療法などの心血管疾

患リハビリテーションを行うことが重要です。

なお，心血管疾患リハビリテーションは，「心血管疾患の疾患管理プログラム」（注１）と

して，多職種が連携し，提供することが求められています。

退院後も，かかりつけ医などによる基礎疾患や危険因子の継続的な管理が必要です。

また，再発に備え，患者の周囲にいる者に対して適切な再発時の対応に関する教育等も

重要です。

各医療機関がもつ機能に応じた役割分担により，急性期から回復期及び再発予防まで

の医療を連携して提供していく体制を整備することが重要です。

（注１）心血管疾患の疾患管理プログラム：心血管疾患における多職種チームが退院前から退院後にわたり医学的評価・患
者教育・生活指導を包括的かつ計画的に実施して再入院抑制を含む予後改善を目指す中～長期プログラムをいう。
出典：日本循環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン：２０１２改訂反」（平成２７年
１月１４日更新版）
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【対策・目標】

� 求められる医療機能と連携

心筋梗塞等の心血管疾患は，発症後速やかに救急蘇生法などの適切な処置，専門医療機

関への速やかな患者搬送と，適切な検査・治療が必要です。また，急性期の心血管疾患リ

ハビリテーションなどを実施した後は，円滑な在宅復帰などを図ることも重要であること

から，関係機関が相互に連携し，継続的な医療や多面的・包括的なリハビリテーションが

提供される体制づくりを推進します。

ア 発症予防の機能【予防】

目標 心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防する

医療機関に求められる
事項

○高血圧，糖尿病，脂質異常症などの基礎疾患及び危険因子（リスク）の管
理が可能であること
○症状出現に備え，急性期医療を担う医療機関への受診等の対応について，
本人及び家族等患者の周囲にいる者に対する教育・啓発を実施すること
○健康手帳等を利用して，医療情報と健診等の保健情報についての必要な情
報共有を図ること
○急性期・回復期の機能を担う医療機関等と連携していること

担当する医療機関 かかりつけ医療機関
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イ 応急手当・病院前救護の機能【救護】

ウ 発症後速やかな専門的診療を実施する救急医療の機能【急性期】

■ 上記の基準に合致し，掲載の同意を得た医療機関

目標 心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が，発症後できるだけ早期に専門的
な診療が可能な医療機関に受診できる

関係者に求められる事
項

本人及び家族等周囲にいる者
○発症後速やかに救急搬送の要請を行うこと
○心肺停止が疑われる者に対して，ＡＥＤの使用を含めた心肺蘇生法など適
切な処置を実施すること
救急救命士等
○地域メディカルコントロール協議会の定めた活動基準に則し，適切な観察・
判断・救命処置を行うこと
○急性期を担う医療機関へ速やかに搬送すること

専門的医療を包括的に行う施設 専門的医療を行う施設

目標 １ 患者の来院後３０分以内に専門的な
治療（ＰＣＩ等）に加え外科的治療
を開始する
２ 合併症や再発の予防，在宅復帰の
ための多職種連携に基づく心血管疾
患リハビリテーションを実施する
３ 再発予防のための専門的な検査を
定期的に実施する

１ 患者の来院後３０分以内に専門的な
治療（ＰＣＩ等）を開始する
２ 合併症や再発の予防，在宅復帰の
ための多職種連携に基づく心血管疾
患リハビリテーションを実施する
３ 再発予防のための専門的な検査を
定期的に実施する

医療機関に求められる
事項

○血液検査や画像検査等の必要な検査及び専門的診療が２４時間実施可能である
こと
○ＳＴ上昇型心筋梗塞の場合，適用があればＰＣＩを行い，来院後９０分以内の
冠動脈再疎通が可能であること
○呼吸，疼痛等の全身管理及び合併症に対する治療が可能であること
○冠動脈バイパス術や大動脈解離に対する大動脈人工血管置換術等の外科的治
療が可能又は可能な医療機関と連携していること
○合併症や再発予防のためのリハビリテーションが実施可能であること
○回復期及び再発予防を担う医療機関と必要な診療情報の共有を図ること

担当する医療機関 心筋梗塞等の心血管疾患に対する急性期を担う病院又は診療所
医療機関名は，別冊及びホームページに掲載

専門的医療を包括的に行う施設 専門的医療を行う施設

医療提供体制 ○急性期医療の提供
�経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）の
提供
�外科的治療
�急性期の内科的治療

○心血管疾患リハビリテーションの提
供

○急性期医療の提供
�経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）の
提供
�急性期の内科的治療

○心血管疾患リハビリテーションの提
供

人的体制 ○循環器専門医の配置
○心臓血管外科専門医の配置 ○循環器専門医等の配置
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エ 身体機能を回復させる心臓リハビリテーションを実施する機能【回復期】

■ 上記の基準に合致し，掲載の同意を得た医療機関

オ 再発予防の機能【再発予防】

� 対策

ア 予防

○ 「第３次健康いばらき２１プラン」，「茨城県食育推進計画（第３次）」に基づき，母

子保健や学校保健と連携することにより，子どもの頃からの食育や運動の習慣化など

を通じて，保護者自身も自分や家族の問題として生活習慣を見直すことができるよう

生活習慣病予防対策を推進します。

○ 特定健康診査・特定保健指導が効果的に実施できるよう，従事者向けの研修会を開

催します。また，働く世代を中心とした特定健康診査・特定保健指導の実施率向上と

事業所で健康づくりを図る健康経営の推進に向けて，地域・職域連携推進協議会を活

用し地域保健と職域保健の連携を図ります。

目標 １ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を行う
２ 合併症や再発の予防，在宅復帰のための心血管リハビリテーションを入
院又は通院により実施する
３ 在宅等生活の場への復帰を支援すること
４ 患者に対し，再発予防などに関し必要な知識を教える

医療機関に求められる
事項

○再発予防の治療や基礎疾患・危険因子（リスク）の管理，抑うつ状態など
の対応が可能であること
○急性増悪時に除細動などの対応が可能であること
○合併症併発時や再発時の治療が可能な医療機関と連携していること
○運動療法，食事療法などの心血管リハビリテーションが実施可能であるこ
と
○再発時の適切な対応について，患者及び家族への教育を行うこと
○急性期及び再発予防を担う医療機関と必要な診療情報の共有を図ること

担当する医療機関 回復期リハビリテーションを提供する病院又は診療所
医療機関名は，別冊及びホームページに掲載

医療提供体制 ○回復期リハビリテーションの提供

人的体制 ○循環器科医等又はリハビリテーション科医の配置

目標 １ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を行う
２ 在宅療養を継続できるように支援する

医療機関に求められる
事項

○再発予防のための治療や基礎疾患・危険因子（リスク）の管理，抑うつ状
態への対応が可能であること
○急性増悪時に除細動などの対応が可能であること
○合併症併発時や再発時の治療が可能な医療機関と連携していること
○合併症や再発の予防のための治療について，心血管疾患リハビリテーショ
ン実施医療機関，訪問看護ステーション，薬局等と連携し実施できること
○急性期の医療機関と診療情報を共有するなど連携していること

担当する医療機関等 かかりつけ医療機関
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○ 健診による心筋梗塞等の心血管疾患の危険因子の早期発見と，健診後の保健指導を

活用した生活習慣の改善や適切な医療機関への受診を勧奨します。

イ 病院前救護

○ 県民が発症後に速やかな受診行動がとれるよう，初期症状の知識や，早期受診の重

要性などの普及啓発を図ります。

○ 県内公共施設へのＡＥＤ設置を更に進め，設置施設を公表するとともに，発症後の

速やかな救急要請と，心肺停止が疑われる者に対してのＡＥＤの使用を含めた心肺蘇

生法など適切な応急処置に関する普及啓発を図ります。

○ 心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者を速やかに専門的な診療が可能な医療機関

に搬送できるよう，「茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」や「茨城県

救急医療情報システム」の効果的・効率的な運用を行い，搬送機関と医療機関との迅

速な連絡体制を整備します。

ウ 医療体制

○ 限りある医療資源を効果的に提供するために，「専門的医療を包括的に行う施設」

と「専門的医療を行う施設」，「回復期の施設」，かかりつけ医などの医療機関が連携

し，切れ目なく継続的に治療が行われる体制づくりを推進します。

また，医療機関の連携を推進するため，医療機関への定期的な実態調査を行い，公

表を行います。

○ 医療提供体制の地域格差を是正するために，ＩＣＴを活用した遠隔医療などにより，

地域の実情に即した連携の仕組みづくりを推進します。

○ 急性期から回復期，維持期を通じた心血管疾患の疾患管理プログラムとしての心血

管疾患リハビリテーションを多職種が連携して提供できる体制づくりを推進します。
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� 目標

１・２・３ 茨城県医療機能情報報告（平成２９年１０月）および茨城県保健福祉部保健予防課調査（再調査予定）
４ 平成２８年度茨城県総合がん対策推進モニタリング調査
５・７ 平成２７年度特定健診・保健指導実施状況一覧（都道府県別）（厚生労働省保険局）
６ 平成２８年度市町村別特定健診データ集計結果（健康プラザ作成）
８ 平成２６年度患者調査（厚生労働省）
９・１０ 平成２７年都道府県別年齢調整死亡率（業務・加工統計）（厚生労働省）

番号 目 標 項 目 現状 目標

１
２４時間体制で急性心筋梗塞に対する来院後９０
分以内の冠動脈再開通達成率が８０％以上の医
療機関数

８ 増加

２ 急性大動脈解離（スタンフォードＡ）に対す
る手術及び血管内治療件数 ９８ 増加

３ 心大血管疾患リハビリテーションを実施して
いる医療機関数 ３５ 増加

４ 成人の喫煙率 ※再掲 男性 ３３�５％
女性 ６�６％

男性 ２５�５％
女性 ４�０％

５
メタボリックシンドローム該当者及び予備群
の割合（特定保健指導対象者の割合）
（４０～７４歳）

男性 ２５�３％
女性 ９�７％ 現況の１０％減少

６ 収縮期血圧年齢調整平均値
（４０～７４歳，内服者を含む）

男性 １２５�７
女性 １１９�７

男性 １２２�７
女性 １１６�１

７ 特定保健指導実施率（４０～７４歳） １６�７％ ４５％

８ 虚血性心疾患による退院患者の平均在院日数 ７ 短縮

９ 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率 男性 ２３�８
女性 ９�４ 現況の１０％減少

１０ 虚血性心疾患の年齢調整死亡率 男性 ３４�０
女性 １３�２ 現況の１０％減少
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